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太陽生命保険株式会社（社長 副島直樹 以下、「当社」）の子会社である株式会社太陽生命少

子高齢社会研究所（社長 高橋秀成 以下、「研究所」）は、2021年４月より自治体の努力義務と

なった「産後ケア事業」について、利用者に関する実態調査を行いましたので、お知らせいたしま

す。 

 

調
査
結
果
の
ポ
イ
ン
ト 

① 2020年に出産した母親は30才以上34才以下の年齢層が最も多いが、短期入所型産後ケ

ア事業（以下「短期入所型」）を利用した母親（市区町村が実施する事業に限る。以

下「利用者」）は25才以上29才以下の年齢層が最も多く、利用者の半数以上が30才未

満である。 

② 利用者の７割以上が第１子出産時の利用であり、実際の第１子出生割合（46.0％）よ

りも多い。 

③ 申請時期は、妊娠中より産後の申請のほうがやや多く（53.4％）、妊娠中では８カ

月、産後では１カ月での申請が最も多い。 

④ 利用者の約６割は「子育てへの不安」を利用理由として挙げており、次いで「母親自

身の心身の不調」が多い。 

⑤ １日当たりの自己負担額は5,000円未満での利用が最も多かったが、30,000円を超え

ているケースもあり、自己負担額のバラつきが見られた。 

⑥ 短期入所型産後ケア事業利用者のうち、約２割が「産後うつ」であると医師に診断さ

れている。自分自身や周囲による「疑い」があった人を含めると、約７割となる。 

 

 2020年４月に設立された研究所は、少子化の解消にむけた研究や調査を継続して実施しており、

その一環として本調査を実施いたしました。 

また、「保険の提供を通じて、妊産婦のお客様に安心をお届けし、出産・育児を応援したい」と

いう想いから、当社は所定の妊娠うつ・産後うつも保障する「出産保険」を、2021年９月にインタ

ーネットチャネル「スマ保険」専用商品として発売しております。当社および研究所は、今後も少

子高齢化をはじめとする社会的課題の解消に向けた取組みを進めてまいります。 

以  上 

調
査
の
概
要 

実施方法： インターネットを用いたオンライン調査（2022年１月実施） 

対 象 者： 2021年４月以降に短期入所型（宿泊）の産後ケア事業（市区町村への申請を通

したもの）の利用経験があり、調査時点で生後24カ月未満の実子がいる女性（出

産時年齢：15才～50才） 

回答者数： 206人 

太陽生命少子高齢社会研究所、利用者を対象に 
「短期入所型産後ケア事業アンケート」を実施 

 

【問い合わせ先】  
太 陽 生 命 保 険 株 式 会 社  広 報 部  

 
株式会社太陽生命少子高齢社会研究所 
TEL:03-3272-6072（調査に関する照会） 



 

 

＜産後ケア事業とは＞ 

妊娠期から子育て期にわたって切れ目のない支援を行うため、産後の

母子に対して「母親の身体的回復と心理的安定を促進するとともに、母親

自身がセルフケア能力を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が

健やかな育児ができるよう支援する」ことを目的として市区町村が実施

している事業です。2021 年 4 月に改正母子保健法が施行されたことによ

り、市区町村の努力義務として法制化されました。 

 

＜産後ケア事業の概要＞ 

対象者 母親：①産後に心身の不調または育児不安がある者 

②その他特に支援が必要と認められる者 

子 ：自宅において養育が可能である者 

実施主体 市区町村（事業趣旨を理解し、適切な実施ができる団体等に事業の委託が可能） 

対象時期 出産後 1 年（改正母子保健法施行前は「出産直後から 4カ月頃まで」） 

受けられる 

ケアの内容 

以下の内容について、助産師等の看護職を中心とした担当者から、全部または一部

のケアを受けられる。 

①母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導 

②母親の心理的ケア 

③適切な授乳が実施できるためのケア（乳房ケアを含む） 

④育児の手技についての具体的な指導及び相談 

⑤生活の相談、支援〔※短期入所（ショートステイ）型のみが対象〕 

事業の種類 [1]短期入所（ショートステイ）型 

病院、診療所等に短期入所（原則 7 日以内）して産後ケアを受ける。市区町村の

判断により、父親や兄姉等の家族を同伴のうえで産後ケアを受けることも可能。 

[2]通所（デイサービス）型 

病院、診療所等に通所して、個別に、または複数の利用者が同時に、産後ケアを

受ける。助産師等と共に母親同士の悩みを共有するなど、仲間づくりにつながる

ケアが実施されることもある。 

[3]居宅訪問（アウトリーチ）型 

利用者の居宅に助産師等の専門職を中心とした担当者が訪問し、産後ケアを受け

る。利用者の相談内容によっては、保育士、管理栄養士、心理に関しての知識が

ある者が訪問することもある。 

※厚生労働省「産後ケア事業ガイドライン」をもとに作成   

【別紙】産後ケア事業について 
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産後ケア事業の利用者に関する実態調査 調査結果（概要） 
 

調査目的 

2021 年 4 月より自治体の努力義務となった産後ケア事業は、産後の母親の身体的回復ならびに心理的安定、および
母子とその家族が健やかな育児を行うことが出来るよう支援することを目的として実施されている。その中でも、短
期入所型産後ケア事業の利用者については、身体的・環境的な面で何らかの課題を抱えているために公的機関による
産後サポートを必要としている場合が想定されている。当アンケートをとおして短期入所型産後ケア事業の現状を知
り、その利用者が産前産後に抱える課題を明らかにすることを目指した。 
 
 

調査要領 

実施方法： インターネットを用いたオンライン調査 
実施時期: 2022 年 1 月 
対象者： 以下の条件の経産婦 

① 2021 年 4 月以降に短期入所型（宿泊）産後ケア事業（市区町村への申請を通したもの）の利用
経験がある 

② 出産時の年齢が 15 才から 50 才 
③ 調査時点で、生後 24 カ月未満の実子がいる 

回答者数： 206 人 
※アンケートの回答で明らかに回答者の誤入力と思われる数値は集計から除いている。（例：妊娠 82 カ月など） 
 

回答の分布 

1. 年齢分布 

 
2. 地域分布 

 
 

※2020 年全国出生数：厚生労働省「令和 2 年(2020)人口動態統計月報年計（概数）」をもとに当社にて分布を算出 

5.8% 9.7%

37.9%

17.5% 19.4%

6.3% 3.4%
0.8%

7.9%

25.9%

36.1%

23.3%

5.7%
0.2%

0%

10%

20%

30%

40%

短期入所型産後ケア事業利用者 n=206 2020年全国出生数 n=840,804

3.9% 6.8%

36.4%

15.0%
18.4%

6.8% 3.9%
8.7%

3.5%
5.9%

34.4%

16.7% 17.9%

5.9% 2.7%

13.0%

0%

10%

20%

30%

40%

北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州

短期入所型産後ケア事業利用者 n=206 2020年全国出生数 n=840,804



  2 

３． 短期入所型産後ケア事業利用者の出産人数 

 
 

※2019 年全国出生数：厚生労働省「令和元年(2019)人口動態統計月報年計（概数）」をもとに当社にて分布を算出 
 

主な調査結果 

1. 申請時期 
 申請時期は妊娠中が 46.6％、産後が 53.4％となり、半数弱の母親が妊娠中に申請をしている。 

妊娠中の申請は 8 カ月が最も多く、次に 5 カ月と 10 カ月が多い。 
産後の申請は１カ月が最も多く、次に 2 カ月が多い。 
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＜申請時期の割合＞ 
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2. 短期入所型産後ケア事業利用時の申告理由 
 育児不安が 6 割弱で最も多い。心身の不調は約 5 割。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 利用延べ日数 

 利用延べ日数は 3 日間が最も多い。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. 利用場所 

 ７割以上の母親が自分の出産した施設で短期入所型産後ケア事業を利用している。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 短期入所型産後ケア事業の利用満足度 
 約 7 割が利用に満足している。 

  

n=206 
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自分が出産した以外の助産院
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6. 自己負担額（1 日あたり） 
 短期入所型産後ケア事業の自己負担額（1 円以上 1,000 円未満は除く）は、5,000 円未満が最も多い。 

半数の母親が 1 日あたり 10,000 円以内で利用できている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 自己負担額の負担感 

 4 割弱の母親が、事前に想定した金額より安いと感じている。 
事前に想定した金額の範囲内とあわせると、半数以上の母親が想定の範囲内で利用できている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 出産前と比較した世帯収入の増減 

 世帯収入の増減について、産前より想定以上に減少したという回答が最も多い。想定の範囲内の減少だった
という回答とあわせると、世帯収入が減少した母親が 6 割以上である。 
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n=172 
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9. 妊娠中・産後の心身の不調 
 9 割以上の母親は、何らかの心身の不調を感じている。 

約 3 人に 1 人は寝不足であり、約 4 人に 1 人はうつ状態に悩んでいる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 産後うつの診断等の状況 
 短期入所型産後ケア事業利用者のうち、約 2 割が「産後うつ」であると医師に診断されている。 

自分自身や周囲による「疑い」があった人を含めると、約 7 割となる。 

 
 
  

22.3%

23.3%

23.3%

21.8%

9.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

「産後うつ」と医師に診断された

「産後うつ」の疑いがあり、医師の診察を受けた
が、「産後うつ」と診断されなかった

「産後うつ」の疑いはあったが、医師の診察は受
けなかった

「産後うつ」の疑いはなかった

分からない・答えたくない

n=206 
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16.0%
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13.1%
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2.4%
9.2%

25.4%

15.0%

8.3%

6.7%

6.2%

3.6%

5.7%

5.7%

7.3%

4.1%

4.7%

3.1%

2.6%

1.6%
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寝不足

うつ（産後うつ等）

腰痛

痔

後陣痛

尿漏れ

妊娠高血圧

乳腺炎

帝王切開の術後の経過不良

妊娠糖尿病

切迫早産

悪露過多

膀胱炎

その他（産後ケア事業の申告時の不調）

心身の不調はなかった

あてはまるものすべて 最もあてはまるもの n=206
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11. 産後の悩み 
 出産後の悩みでは、「気持ちの不安定さ」「疲労感」「髪の毛の変化」の順に多い。また、「夫・パートナーへ

の感情（嫌悪感）」を挙げた人が約２５％おり、夫婦間の感情の変化に悩む人が一定数いるという結果とな
った。 

 
 
  

39.3%

32.0%

28.6%

26.2%

25.7%

25.7%

25.2%

19.4%

15.5%

15.5%

12.1%

11.2%

10.7%

8.3%

2.4%

14.6%

9.7%

8.3%

9.2%

9.7%

7.3%

8.3%

5.8%

4.4%

4.4%

4.4%

2.9%

5.3%

1.9%

1.0%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

自分の気持ちが不安定になる

ひどく疲れて元気がなくなる

髪の毛の変化（抜け毛・白髪など）

授乳が難しい（乳房が痛い、乳房トラブル）

夫・パートナーへの感情（嫌悪感など）

寝かしつけが難しい（寝ない・夜泣き）

寝付けなくなる

食べ過ぎてしまう（体重が増加）

食欲がなくなる（体重が減少）

社会からの孤立

眠りすぎてしまう

職場復帰後、業務内容や人間関係にストレスを感じる

新生児黄疸が長く続いた

赤ちゃんを可愛いと感じない

その他

直面した悩みはない

あてはまるものすべて 最もあてはまるもの
n=206
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12. 家族等からの支援 
 短期入所型産後ケア事業を利用した母親のうち、夫・パートナーと同居している場合は、7 割程度が「夫ま

たはパートナーの協力があった」と回答しているが、3 割程度は同居の夫等からの協力が得られていない。
一方、親と同居している場合は、8～9 割程度が親からの支援を受けている。 
 

57.8%

58.3%

0.5%

1.0%

1.9%

5.8%

70.6%

82.4%

5.9%

67.4%

49.6%

0.7%

1.4%

1.4%

3.5%

22.2%

88.9%

3.7%

28.6%

57.1%

4.8%

28.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

夫またはパートナーの協力があった

自分または夫・パートナーの親から支援を受けていた

夫・パートナーや親以外の親族から
支援を受けていた

同居または近隣に住む家族が一人もいないため
家族からの支援を受けられなかった

家族が同居または近隣にいたが、事情等により
家族からの支援を受けられなかった

家族の支援は必要なく、受けていなかった

全体 n=206

夫またはパートナーと同居 かつ 自分または夫・パートナーの親と同居 n=17

夫またはパートナーと同居 かつ 自分または夫・パートナーの親と同居していない n=141

夫・パートナーと同居していない かつ 自分または夫・パートナーの親と同居 n=27

夫・パートナーと同居していない かつ 自分または夫・パートナーの親と同居していない n=21


